
看護体制加算Ⅲ ６円

※ 要支援１及び要支援２は夜勤職員配置加算・看護体制加算は含まれません。

※ 自己負担を挟み３０日を超えて利用される場合は上記基本介護費より－３０単位となります。

２．滞在費・居住費（保険外：日額） ３．食費（保険外：日額）

２０円 ２２円 ２４円 ２５円

倉吉スターロイヤル

ショートステイ 『 1F個室（３０床）2F（6床） 』 利用料金表

≪ 併設型短期入所生活介護 （Ⅰ）・ 併設型介護予防短期入所生活介護（Ⅰ） ≫

１．要介護度別介護サービス利用料金 　（ 介護保険１割負担分：日額 ）

基本介護費 ４４６円 ５５５円 ５９６円 ６６５円

◇　機能訓練指導体制加算は、専従の機能訓練指導員が配置の場合に加算されます。

 負担限度 第１段階 ３２０円  負担限度 第１段階 ３００円

 負担限度 第２段階 ４２０円  負担限度 第２段階 ６００円

 　負担限度 第３段階① ８２０円  負担限度 第３段階① １，０００円

 上記以外の方 １，１７１円  上記以外の方 １，４４５円

 　負担限度 第３段階②  負担限度 第３段階②

４．日常生活費（保険外：日額）

 日常生活費 ３００円

 ※日用品費とおやつ代が含まれています。

５．自己負担合計　日額（１割負担の場合）※負担限度額が第１段階の方は個別に説明いたします。

要介護度 要支援 １ 要支援 ２ 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

 負担限度 第2段階 １，８５３円 １，９７４円 ２，０５７円 ２，１３４円 ２，２１４円 ２，２９１円

　 負担限度 第3段階① ２，６５３円 ２，７７４円 ２，８５７円 ２，９３４円 ３，０１４円

３，６５３円 ３，７３０円 ３，８１０円

２，３６５円

３，０９１円 ３，１６５円

３，１５７円 ３，２３４円

◇　サービス提供体制強化加算Ⅰは、介護職員の総数の内、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が３５％

３，８８７円 ３，９６１円

◇　ショートステイ利用料金（自己負担合計：日額）とは

　　１．要介護度別利用料金＋ ２．滞在費（保険外）＋ ３．食費（保険外）＋ ４．日常生活費（保険外）の

　　合計額です。※要介護度別利用料金は負担割合に応じて負担額が変動いたします

 上記以外の方 ３，４４９円 ３，５７０円

◇　送迎を行った場合、上記金額に片道１８４円が加算されます。

◇　医師の指示に基づく療養食を提供した場合、１食８円加算されます。

◇　サービス計画において、計画的に行うこととなっていない短期入所を緊急的に行う場合に１日９０円加算

　　されます。

◇　処遇改善加算は基本介護費に各種加算等を合計した金額に８,３％を上乗せした金額です。

　　※ 加算等の増減によりこの金額は変動すことがあります。

◇　「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けている方につきましては、その認定証に記載された金額の

　　ご負担となります。　　※ ２．滞在費及び３．食費の利用者負担の段階です。

◇　特定処遇改善加算は基本介護費に各種加算等を合計した金額に２,７％を上乗せした金額です。

　　※ 加算等の増減によりこの金額は変動すことがあります。

計 ５３３円 ６５４円 ７３７円 ８１４円 ８９４円 ９７１円 １０４５円

要介護度 要支援 １ 要支援 ２ 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５

７３７円 ８０６円 ８７４円

夜勤職員配置加算Ⅲ １５円

４９円 ５５円 ６１円 ６７円

サービス提供体制加算Ⅰ ２２円

機能訓練指導体制加算 １２円

７３円 ７８円

特定処遇改善加算※ １３円 １６円 １８円

処遇改善加算※ ４０円

３，３１４円 ３，３９１円 ３，４６５円

　　以上の場合に加算されます。

◇　看護体制加算Ⅲは常勤の看護師を配置し、昨年度利用された方の要介護３以上の割合が７割以上の場合に

　　加算されます。

◇　夜勤職員配置加算Ⅲは、夜勤介護職員が６名で夜間業務に就く場合と夜間帯に認定特定行為業務従事者を

　　配置している場合に加算されます。

看護体制加算Ⅳ １３円

◇　看護体制加算Ⅳは看護職員が常勤換算で利用者様２５名に対して１名以上配置しており、

　　昨年度利用された方の要介護３以上の割合が７割以上の場合に加算されます。

１，３００円８２０円

 　負担限度 第3段階② ２，９５３円 ３，０７４円


